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新株予約権無償割当て差止めの仮処分の認可決定に対する 

保全抗告の申立てに関するお知らせ 
 

 2022 年７月 11 日付「新株予約権無償割当て差止めの仮処分の決定に対する保全異議の申立ての結果に

関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社が、2022年５月18日開催の取締役会において決

議いたしました第１回Ａ新株予約権の無償割当て（以下「本新株予約権の無償割当て」といいます。）につ

いて、2022年７月１日付で大阪地方裁判所において差止仮処分の決定（以下「本仮処分決定」といいます。）

がなされ、当社による保全異議の申立てに対し、同裁判所より、同月11日付で本仮処分決定を認可する決

定（以下「本認可決定」といいます。）がなされておりましたが、当社は、本日、大阪高等裁判所に対して、

本認可決定に対する保全抗告（以下「本保全抗告」といいます。）の申立てを行いましたので、お知らせい

たします。 

 

記 

１．保全抗告の申立てに至った経緯 

2022年６月６日付「株主による新株予約権無償割当て差止めの仮処分の申立に関するお知らせ」にて

お知らせいたしましたとおり、本新株予約権の無償割当てについて、当社株主であるアダージキャピタ

ル有限責任事業組合から、本新株予約権の無償割当ての差止めの仮処分の申立てがなされていました。 

そして、2022年７月１日付「株主による新株予約権無償割当て差止めの仮処分の申立ての結果に関す

るお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、大阪地方裁判所において、本新株予約権の無償割当て

を仮に差し止める旨の本仮処分決定がなされました。これを受け、当社は、2022年７月６日付で大阪地

方裁判所において異議申立てを行いましたが、同月11日付で同裁判所において本認可決定がなされまし

た。 

当社は、大阪地方裁判所の上記各決定を争い、その取消し等を求めるため、本日、大阪高等裁判所に

対して本保全抗告の申立てを行いました。 

 

２．保全抗告の申立てを行った年月日 

2022年７月14日 

 

３．今後の方針及び見通し 

当社は、本仮処分決定及び本認可決定が認められる理由はなく、これらは直ちに是正されるべきもの

と考えており、引き続き、本新株予約権の無償割当ての適法性を主張・立証してまいります。 

 

以上 


